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理  由  

 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等

の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 ６ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ６ 号 ） 及 び デ ジ

タ ル 社 会 の 形 成 を 図 る た め の 規 制 改 革 を 推 進 す る た め の 厚 生 労 働 省  

関 係 省 令 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 ５ 年 厚 生 労 働 省 令 第 １ ６ １ 号 ）  

に よ る 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平

成 １ １ 年 厚 生 省 令 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う た め 。  
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伊 丹 市 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す

る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ６ 年 伊

丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 （ 平 成 ３ ０ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ４ 項 中 「 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 」 の 右 に 「 （ 以 下 「 地 域

包 括 支 援 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 利 用 者 の 数 が ３ ５ 」 を 「 利 用 者 の 数 （ 当 該 指 定

居 宅 介 護 支 援 事 業 者 が 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 の 指 定 を 併 せ て 受 け ，

又 は 法 第 １ １ ５ 条 の ２ ３ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

の 設 置 者 で あ る 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 者 か ら 委 託 を 受 け て ， 当 該 指

定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に お い て 指 定 介 護 予 防 支 援 （ 法 第 ５ ８ 条 第 １

項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 支 援 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 １ ５ 条 第

２ ９ 号 に お い て 同 じ 。 ） を 行 う 場 合 に あ っ て は ， 当 該 事 業 所 に お け

る 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 利 用 者 の 数 に 当 該 事 業 所 に お け る 指 定 介 護 予

防 支 援 の 利 用 者 の 数 に ３ 分 の １ を 乗 じ た 数 を 加 え た 数 。 次 項 に お い

て 同 じ 。 ） が ４ ４ 」 に 改 め ， 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 が ， 公 益 社

団 法 人 国 民 健 康 保 険 中 央 会 （ 昭 和 ３ ４ 年 １ 月 １ 日 に 社 団 法 人 国 民

健 康 保 険 中 央 会 と い う 名 称 で 設 立 さ れ た 法 人 を い う 。 ） が 運 用 及

び 管 理 を 行 う 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 及 び 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業

者 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 接 続 さ れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 情

報 の 共 有 等 の た め の 情 報 処 理 シ ス テ ム を 利 用 し ， か つ ， 事 務 職 員

を 配 置 し て い る 場 合 に お け る 第 １ 項 に 規 定 す る 員 数 の 基 準 は ， 利

用 者 の 数 が ４ ９ 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に １ と す る 。  

第 ５ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 中 「 同 一 敷 地 内 に あ る 」 を 削 る 。  

第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 あ ら か じ め 」 の 右 に 「 ， 利 用 者 又 は そ の 家 族 に

対 し 」 を 加 え ， 「 ， 前 ６ 月 間 に 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に お い

て 作 成 さ れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 総 数 の う ち に 訪 問 介 護 ， 通 所 介 護 ，
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福 祉 用 具 貸 与 及 び 地 域 密 着 型 通 所 介 護 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 訪 問

介 護 等 」 と い う 。 ） が そ れ ぞ れ 位 置 付 け ら れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の

数 が 占 め る 割 合 ， 前 ６ 月 間 に 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に お い て

作 成 さ れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 に 位 置 付 け ら れ た 訪 問 介 護 等 ご と の 回

数 の う ち に 同 一 の 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 事 業 者 に よ っ て 提 供 さ れ た も の が 占 め る 割 合 」 を 削 り ， 同 条 第  

８ 項 を 同 条 第 ９ 項 と し ， 同 条 第 ７ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 第 ４ 項 」  

を 「 第 ５ 項 」 に 改 め ， 同 項 第 １ 号 中 「 第 ４ 項 各 号 」 を 「 第 ５ 項 各 号 」  

に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ８ 項 と し ， 同 条 第 ６ 項 中 「 第 ４ 項 第 １ 号 」 を

「 第 ５ 項 第 １ 号 」 に 改 め ， 同 項 を 同 条 第 ７ 項 と し ， 同 条 第 ５ 項 を 同

条 第 ６ 項 と し ， 同 条 第 ４ 項 中 「 第 ７ 項 」 を 「 第 ８ 項 」 に 改 め ， 同 項

第 ２ 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク ， シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ ら に 準 ず

る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 」 を

「 電 磁 的 記 録 媒 体 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 ， 磁 気 的 方 式 そ の 他 人

の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ

っ て ， 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 第 ３

３ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 ） 」 に 改 め ，

同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し ， 同 条 中 第 ３ 項 を 第 ４ 項 と し ， 第 ２ 項 の 次 に

次 の １ 項 を 加 え る 。  

３  指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は ， 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 の 開 始 に

際 し ， あ ら か じ め ， 利 用 者 又 は そ の 家 族 に 対 し ， 前 ６ 月 間 に 当 該

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に お い て 作 成 さ れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の

総 数 の う ち に 訪 問 介 護 ， 通 所 介 護 ， 福 祉 用 具 貸 与 及 び 地 域 密 着 型

通 所 介 護 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 訪 問 介 護 等 」 と い う 。 ） が そ れ

ぞ れ 位 置 付 け ら れ た 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 数 が 占 め る 割 合 及 び 前 ６

月 間 に 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 に お い て 作 成 さ れ た 居 宅 サ ー

ビ ス 計 画 に 位 置 付 け ら れ た 訪 問 介 護 等 ご と の 回 数 の う ち に 同 一 の

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 者 に よ

っ て 提 供 さ れ た も の が 占 め る 割 合 に つ き 説 明 を 行 い ， 理 解 を 得 る

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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第 １ ５ 条 第 ２ 号 の 次 に 次 の ２ 号 を 加 え る 。  

⑵ の ２  指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 に 当 た っ て は ， 当 該 利 用 者 又 は

他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い

場 合 を 除 き ， 身 体 的 拘 束 そ の 他 利 用 者 の 行 動 を 制 限 す る 行 為 （  

以 下 「 身 体 的 拘 束 等 」 と い う 。 ） を 行 っ て は な ら な い 。  

⑵ の ３  前 号 の 身 体 的 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は ， そ の 態 様 及 び 時 間 ，

そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由 を 記

録 し な け れ ば な ら な い 。  

第 １ ５ 条 第 １ ４ 号 中 「 主 治 の 医 師 若 し く は 歯 科 医 師 」 を 「 主 治 の

医 師 等 」 に 改 め ， 同 条 第 １ ５ 号 ア 中 「 ， 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 し 」 を

削 り ， 同 号 中 イ を ウ と し ， ア の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

イ  ア の 規 定 に よ る 面 接 は ， 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 す る こ と に よ

っ て 行 う こ と 。 た だ し ， 次 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 で あ っ

て ， 少 な く と も ２ 月 に １ 回 ， 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 し ， 利 用 者

に 面 接 す る と き は ， 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 し な い 月 に お い て は ，

テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て ， 利 用 者 に 面 接 す る こ と が で き

る も の と す る 。  

(ア) テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 面 接 を 行 う こ と に つ い て ，

文 書 に よ り 利 用 者 の 同 意 を 得 て い る こ と 。  

(イ) サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 に お い て ， 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い

て 主 治 の 医 師 ， 担 当 者 そ の 他 の 関 係 者 の 合 意 を 得 て い る こ

と 。  

ａ  利 用 者 の 心 身 の 状 況 が 安 定 し て い る こ と 。  

ｂ  利 用 者 が テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 意 思 疎 通 を 行 う

こ と が で き る こ と 。  

ｃ  介 護 支 援 専 門 員 が ， テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し た モ ニ

タ リ ン グ で は 把 握 で き な い 情 報 に つ い て ， 担 当 者 か ら 提

供 を 受 け る こ と 。  

第 １ ５ 条 第 ２ ９ 号 中 「 基 づ き ， 」 の 右 に 「 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

の 設 置 者 で あ る 」 を 加 え る 。  
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第 ２ ４ 条 第 １ 項 中 「 重 要 事 項 」 の 右 に 「 （ 以 下 こ の 条 に お い て 単

に 「 重 要 事 項 」 と い う 。 ） 」 を 加 え ， 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 に 規 定 す

る 事 項 」 を 「 重 要 事 項 」 に ， 「 同 項 」 を 「 前 項 」 に 改 め ， 同 条 に 次

の １ 項 を 加 え る 。  

３  指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 は ， 原 則 と し て ， 重 要 事 項 を ウ ェ ブ サ

イ ト に 掲 載 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ３ １ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 中 「 に 規 定 す る 」 を 「 の 規 定 に よ る 」 に 改

め ， 同 号 を 同 項 第 ６ 号 と し ， 同 項 第 ４ 号 中 「 に 規 定 す る 」 を 「 の 規

定 に よ る 」 に 改 め ， 同 号 を 同 項 第 ５ 号 と し ， 同 項 第 ３ 号 中 「 に 規 定

す る 」 を 「 の 規 定 に よ る 」 に 改 め ， 同 号 を 同 項 第 ４ 号 と し ， 同 項 第

２ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

⑶  第 １ ５ 条 第 ２ 号 の ３ の 規 定 に よ る 身 体 的 拘 束 等 の 態 様 及 び 時

間 ， そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や む を 得 な い 理 由

の 記 録  

第 ３ ３ 条 第 １ 項 中 「 （ 電 子 的 方 式 ， 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に

よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て ， 電

子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） 」 を 削 る 。  

付  則  

 こ の 条 例 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し ， 第 ２ ４ 条

の 改 正 規 定 （ 同 条 に １ 項 を 加 え る 部 分 に 限 る 。 ） は ， 令 和 ７ 年 ４ 月

１ 日 か ら 施 行 す る 。  
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